
上松町結婚祝金　支給条件確認フロー

令和２年４月１日
以降に婚姻している。

夫婦ともに上松町民である。

夫婦ともに上松町に５年以上の定
住の意思があり、確約できる。

婚姻届の提出日から６カ月以内。

町税等に滞納がない。

過去に夫婦のいずれかが,「上松
町結婚祝金」の支給を受けてい
ない。

祝金支給申請可能
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